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注１　還付申告の場合も翌年３月 15 日までに提出が必要です。
注２　損益計算書の提出は必要です。
注３　以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

○　e‐Tax を利用して申告書及び青色申告決算書を提出する。
○ 　電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ、電子帳簿保存の承認申請書を
税務署に提出する（令和３年分は、令和２年９月 30 日までに承認申請書を提出し、税務署長
の承認を受けている必要があります。）。

※ 電子帳簿保存法の改正に伴い、令和４年分以後の確定申告から 65 万円の青色申告特別控除を受けるため
の適用要件が変更になります。詳しくは、国税庁ホームページ「タックスアンサー『青色申告特別控除』」
をご覧ください。

　電子帳簿等保存制度は、一定の要件を満たした上で、電磁的記録による保存を可能とする制度ですが、
この制度を利用することにより、経理の電子化による生産性向上やテレワークの推進等に資することが
可能です。
○　電子帳簿等保存
　 　帳簿（仕訳帳等）及び国税関係書類（決算関係書類等）のうち、自己が最初の記録段階から一貫し
て電子計算機を使用して作成しているものについては、一定の要件の下で、電磁的記録等による保存
等を行うことができます。

○　スキャナ保存
　 　決算関係書類を除く国税関係書類（取引の相手方から受領した領収書・請求書等）については、一
定の要件の下で、スキャナにより記録された電磁的記録の保存により、当該書類の保存に代えること
が可能です。

○　電子取引
　 　所得税及び法人税に係る保存義務者は、取引情報の授受を電磁的に行った場合、一定の要件の下で、
当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存することが必要です。

※ 　なお、令和４年１月１日以降に授受した電子取引に係る電磁的記録（例えば請求書を電磁的に授受
した場合等）の保存方法について、紙出力保存をもって電磁的記録の保存に代える措置が廃止されま
した。詳しくは、国税庁ホームページの『電子帳簿保存法一問一答（電子取引関係）』をご覧ください。

電子帳簿等保存制度について
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